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令和６年度の主な取組について 

 

 

 

 

１ 市民生活と観光の調和・豊かさの向上 

⑴  文化や伝統の維持、地域経済の正常化に向けた京都観光の力強い回復  

・ 多様なエリアにおける魅力発信事業 充実 

「とっておきの京都」エリアの情報発信の強化や、府市連携による周遊観光を促進 

するとともに、局所的な混雑が発生しているエリア内における集中緩和に取り組み、 

更なる分散化を図る。 

・ 持続可能なインバウンド観光促進事業  

 京都観光行動基準（京都観光モラル）や観光マナーの周知啓発、インバウンド受入 

環境の再整備やプロモーションの実施等に取り組み、地域経済の活性化を図るととも 

に、市民生活と調和した持続可能な観光を推進する。 

・ 京都観光オフィシャルサイトの運用 

京都観光モラルやマナー、分散化に資する情報に加え、京都が有するコンテンツ等、 

幅広い情報発信を継続するとともに、持続可能な観光や SDGｓに資する情報等の充 

実・発信を通じて京都の魅力を訴求する。 

⑵  観光課題対策の強化  

【混雑対策】 

・ 多様なエリアにおける魅力発信事業 充実【再掲】 

・ 手ぶら観光の推進 充実 

旅館・ホテル・お土産施設等に対し、手荷物預かり・配送サービスの実施や、手ぶ

ら観光情報 WEB サイト「HANDS FREE KYOTO」への登録を促進する。また、秋・春の観

光シーズンにおいて、京都駅周辺で臨時手荷物預かり所を設置し、宿泊施設への配送

対応や、事前予約システムの導入により、利用者の拡大を図る。 

  ・ 手ぶら観光の推進に向けた宿泊施設等巡回バス導入実証事業 新規 

  京都駅を起点に市内宿泊施設等を巡回する、大型手荷物の持ち込みができる専用バ

スの導入により、大型手荷物を携行する観光客に対して、宿泊施設に手荷物を預けて

から観光する「宿泊施設を起点とした観光」という、手ぶら観光の新たなスタイルの

構築に向けた実証事業を行う。 

・ 観光バスの路上滞留対策等強化事業 充実 

    観光バス路上滞留発生箇所の巡回調査を実施し、結果を踏まえ、路上滞留している 

観光バスへの現地啓発を実施するとともに、滞留している時間帯や場所等の実態をよ 

り詳細に把握し、効果的な対策の検討を進めていく。 

・ 混雑状況・観光快適度の発信  

人気観光スポット周辺の時間帯別の観光快適度の予測やライブカメラ映像のほか、

日中でも比較的空いている魅力的な観光スポットなど、観光に役立つ情報を提供。 

 

 

【新 規】令和６年度から新たに実施した事業 

【充 実】これまでの事業に加え、令和６年度から新たな内容を加えて実施する事業 
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・ 観光に便利な系統の新設等 新規（交通局） 

    日常生活を中心とした市民利用と観光利用の棲み分けを図るため、「観光特急バス」 

の運行を開始（令和６年６月）するとともに、積極的な情報発信や観光特急バス停車 

停留所での案内により「観光特急バス」の利用拡大を図る。 

・ 市バスの運行情報の更なるオープンデータ化 新規（交通局） 

    市バス車内の混雑度の見える化を行うため、混雑度を計測するカメラセンサを車内 

に設置するとともに、車両搭載のＧＰＳデータを活用し、交通局のホームページに、 

市バス車両の走行位置などの運行情報や車内混雑度を発信する。 

・ 京都駅新橋上駅舎・自由通路整備事業 新規（都市計画局） 

    ＪＲ西日本と連携し、南北自由通路の西側に新橋上駅舎、自由通路を一体的に整備 

することにより、京都駅構内や南北自由通路で発生している混雑を緩和し、安全性・ 

利便性・快適性の向上を図る。 

 ・ 観光地等交通対策～嵐山における回遊ルート誘導実証～ 新規（都市計画局） 

人流予測に基づく警備員や看板等の配置により、嵐山地域内に点在する多様なスポ 

ットや回遊ルートへ誘導することで、観光客の分散化を図るとともに、過密となる箇 

所への流入調整や、データに基づく効果検証を行い、今後の対策内容を検討する。 

  ・ 交通混雑緩和に向けた情報発信等の強化 充実（都市計画局） 

関西の鉄道事業者と連携し、京都駅を経由しない入洛ルートや各鉄道事業者の駅か 

ら主要観光地へのアクセス方法等について情報発信を行うとともに、デジタル広告や、 

京都駅前広場に開設する期間限定案内所を活用し、京都駅一極集中の緩和や移動経路 

の分散化を図る。 

【マナー啓発】 

・ 観光客へのマナー啓発の取組 充実 

    旅マエから旅ナカまであらゆる場面で京都のマナーを目にし、理解できるよう、外

国人観光客向けの公式サイトやＳＮＳでのマナー情報の発信、啓発コンテンツを活用

した周知などの取組を推進する。 

 【民泊対策】 

  ・ 違法・不適正な民泊対策 （保健福祉局） 

 違法・不適正な「民泊」に関する通報等を受け付ける「民泊通報・相談窓口」を設

置し、受け付けた通報等への対応を徹底して行うとともに、既存の宿泊施設の管理運

営状況に係る調査の実施などにより、宿泊施設の適正な運営を確保する。 

⑶ 観光に対する市民の共感の輪の拡大と市民が京都の魅力により多く触れる機会づくり   

  ・ 「観光効果の見える化・観光への市民共感」促進事業 新規 

観光が市民生活やまちづくり等にもたらす効果について、更なる見える化を図ると 

ともに、「京都観光モラル」が掲げる“観光関連事業者による地域貢献”のより一層の 

促進、京都の魅力を市民が再発見する機会づくりを進める。 

・ 京都観光行動基準（京都観光モラル）の普及・実践  

「京都観光行動基準（京都観光モラル）」の理念を踏まえた具体的な取組が進むよう、

行動基準の周知を行う。 
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・ 市民による京都の魅力再発見事業  

「小学校６年生のための京都再発見帖」の作成により、市内の小学生が実際に寺院

などを訪れ、京都が世界に誇る財産に触れる機会を創出する。 

⑷ 観光による地域経済等への貢献の最大化 

・ 多様なエリアにおける魅力発信事業 充実【再掲】 

・ 宿泊施設と連携した京都経済の域内循環促進事業  

市内宿泊施設と、伝統産業製品等の京都の事業者とのビジネスマッチングを展開し、

京都ならではの地域や自然、ものづくりの魅力を活かした宿泊サービスの質の向上を

図り、京都経済の域内循環を促進する。 

・ 伝統産業ミュージアムを活用した伝統産業の普及・販売促進事業 

若手職人等による異業種交流の促進、次代を担う子供たちを対象にした制作体験、

生産組合等の課題解決に向けた取組支援・コーディネート等を行う。 

⑸ 観光による文化の継承と創造、美しい景観の保全 

 ・ 観光による伝統文化や文化財の維持・継承  

文化体験プログラムの造成や特別公開等の実施、四大行事（葵祭、祇園祭、時代祭、

五山の送り火）支援など、伝統文化や文化財の維持・継承に寄与する取組を推進する。 

・ 京町家の保全・継承に向けた取組の推進  

京町家の保全及び継承に関する条例に基づく個別指定及び地区指定を拡大するとと

もに、大規模改修工事等への補助や、京町家の改修や活用方法、京町家マッチング制

度、京町家賃貸モデル事業を実施等、京町家の保全・継承に向けた取組を推進する。 

⑹ 観光による多様な分野における課題への対応 

・ ウォーキングツアーやまち歩きイベントなどの情報発信  

京都観光オフィシャルサイトを通じて、ウォーキングツアーやまち歩きイベントな

どの身体と心を整えるイベント等の情報発信を行う。 

 

２ 京都の「光」の磨き上げ・観光の質の向上 

⑴ ウイズコロナ社会で安心して楽しめる観光の充実と発信の強化【再掲１－⑴】 

⑵ 文化や伝統の維持、地域経済の正常化に向けた京都観光の力強い回復【再掲１－⑴】 

⑶ 観光による文化の継承と創造、美しい景観の保全【再掲１－⑸】 

⑷ 京都の「光」の磨き上げと新しい魅力の創出  

・ 世界遺産をはじめとした文化財における高付加価値な文化観光推進事業 新規 

   「古都京都の文化財」をはじめとした文化財において、高付加価値な観光コンテン

ツを造成し、モニター調査や、効果分析を通じて、安定的な造成・供給や、収益の一

部を文化財の維持継承に還元する仕組みの構築を促す。 

・ 「古都京都の文化財」世界遺産登録３０周年を契機とした市バス周辺路線への誘客 

事業 新規（交通局） 

市内周辺部に点在する世界遺産をはじめとした文化財に焦点を合わせ、観光・文化 

分野の関係機関や民間交通事業者等と連携のうえ、地下鉄とバスを組み合わせた誘客 

事業やＰＲを実施し、市内中心部における市バスの混雑緩和を図る。 
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・ 万博に向けた機運醸成・誘客等推進事業 充実 

 オール京都で更なる機運醸成に取り組むとともに、「ＥＸＰＯ２０２５関西観光推進

協議会」において、万博のテーマ等を踏まえた新しい旅行商品・コンテンツの造成や

デジタルプロモーション等に取り組む。 

・ 温泉観光推進事業  

ウェブやＳＮＳ等による情報発信や、ＰＲ事業・キャンペーン等の実施により、京

都の温泉の魅力を国内外に発信し、認知度を向上させるとともに、市内温泉施設への

誘客を図る。 

  ・ 新しいエリアのにぎわいの創出 （総合企画局・各区役所・支所） 

 京都駅西部・東南部・東部エリアの活性化や山科・醍醐地域の活性化など、観光客

の分散化にもつながる新しいエリアの賑わいの創出を図る。 

⑸ 環境・自然・スポーツをテーマにした観光の推進 

・ アウトドアコンテンツの推進  

京都一周トレイルや自転車観光など、アウトドアの体験プログラム等の充実や情報

発信に取り組む。 

・ グリーンツーリズム等による観光の分散化  

京北をはじめとした北部山間エリアにおける地域資源の発掘等に取り組む。 

⑹ 映画・マンガ・アニメ等をテーマにした観光の推進 

・ マンガ・アニメ等のコンテンツ産業の振興  

「京まふ」をはじめとしたイベント等を通じたマンガ・アニメ等のコンテンツ産業

の振興や、コンテンツ産業に係る人材育成等を行う。 

・ ロケ地情報の発信強化・作品誘致支援事業  

多様なエリアのロケ地情報の発信や、京都にゆかりのある作品制作を支援するとと

もに、より正確で詳細なロケ地情報の支援メニューの発信を強化し、市内全域へのエ

リア分散化と更なる誘客を推進する。 

⑺ リピーター対策の強化 

・ 体験型メニューの運営支援  

コンテンツ専門官を配置し、これまで造成してきた体験型メニューの更なる磨き上

げや収益増に向けた相談支援を行うとともに、普段は体験できない京都の魅力を味わ

える体験メニューなどの発信を行う。 

⑻ 宿泊観光・長期滞在化の促進 

・ 宿泊事業者の担い手確保等支援事業 新規 

   宿泊事業者を対象に、担い手確保や定着に向けた支援を行い、宿泊業界の労働環境 

の向上を促進するとともに、質の高い京都の宿泊観光につなげていく。 

・ 旅館をはじめとする宿泊施設の魅力発信  

宿泊施設従業員向け歴史・文化体験研修を実施するとともに、OTA サイトを活用し

た旅館の魅力発信強化に取り組む。 

・ 朝・夜観光などの幅広い京都の魅力向上事業  

事前予約やアウトドアのコンテンツを充実するとともに、京の夏の旅、京の冬の旅、

京の七夕事業等、朝夜観光の推進により、時間、場所の分散化を図る。 

 



5 

 

・ 分散化の推進と観光の満足度向上のための朝・夜観光等コンテンツ造成事業 新規  

文化・芸術をはじめとした、京都の多彩な魅力を活かした朝・夜観光コンテンツの

造成、寺社や事業者等への伴走的なサポートや、情報発信の取組を一層推進する。 

⑼ あらゆる人が快適に観光できる受入環境の充実とデジタル化の推進等によるおもてなしの強化 

・ ユニバーサルツーリズムの推進  

ホームページ「京都ユニバーサル観光ナビ」にて観光モデルコースや観光関連施設

のバリアフリー情報を紹介するとともに、障害者、高齢者とその家族等の多様なニー

ズに応えるため、ユニバーサルツーリズム・コンシェルジュによる個別相談を行う。 

・ 観光案内 DX 事業  

京都総合観光案内所（京なび）の施設内や駅等に質問応対やチャットボット機能を

持ったタブレット端末を設置するなど、観光案内の DX を推進することで、あらゆる人

が安心して快適に観光案内を受けられる環境を整備する。 

⑽ 情報発信の更なる強化 

・ 市民生活と調和した持続可能な観光促進に向けた海外プロモーション強化事業 新規  

海外有力メディアへの働きかけ、海外インフルエンサーの発信力の活用や、中国（上 

海）に海外情報発信・収集拠点を開設し、効果的な情報発信を行う。 

・ 観光・文化に関するイベント情報の一元的発信  

京都観光オフィシャルサイトを通じて、魅力的なコンテンツ、観光地の混雑緩和に

資する情報の発信やサイト利用者の属性に応じたきめ細かな情報発信を継続する。 

⑾ 修学旅行・教育旅行対応の強化 

  ・ 修学旅行体験学習支援事業  

    文化や産業など京都ならではの奥深い魅力を感じることができる修学旅行生向け体

験プランの提供を行う。 

・ 修学旅行生誘致に向けた取組の充実  

観光関連事業者との連携により、学校訪問活動を行うとともに、ウェブサイト「Q

都（きゅーと）スタディトリップ」の充実を図り、SDGs の学習体験を深化させる。 

⑿ 上質な観光サービス・体験等の充実と情報発信強化 

・ 京都市認定通訳ガイド 

京都の奥深い歴史・文化・伝統産業等に対する外国人観光客の好奇心やニーズに応

えるための人材育成と活躍の場を支援する。 

 ・ 海外情報発信・収集拠点等を通じた“上質な観光サービスを求め、これに対価を支

払う観光客”の誘致強化  

海外の各市場で求められる情報を的確に発信し、これまでの実績を活かし、効果的

な情報発信やメディアへの記事露出を図る。 

⒀ 市民のおもてなしの向上 

・ 京都観光おもてなしコンシェルジュ及び京都国際観光おもてなしコンシェルジュの任命  

京都市の観光都市としての質を高めるため、観光業務に従事し一定の資格を満たし

ている方を京都観光おもてなしコンシェルジュ及び京都国際観光おもてなしコンシェ

ルジュに任命する。 
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柱３ 担い手の活躍 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響からの回復に向けた事業者支援 

  ・ インバウンドカフェにおける高付加価値な体験メニューの開発支援  

    京都市観光協会による京都インバウンドカフェを通じて、事業者のネットワーク構 

築を促進しつつ、インバウンド向けの高付加価値な体験メニューの開発を支援する。 

⑵ 観光関連人材の確保・育成・定着支援の強化 

  ・ 留学生市内就職促進事業 新規 

    約１万４千人の留学生が学ぶ、大学のまち・京都の強みを活かし、中小企業・ 留学

生双方の知識・理解促進に資するセミナーや交流会等を実施することにより、多くの   

留学生が中小企業の担い手となるよう取り組んでいく。 

・ 若手社員定着支援事業 新規 

中小企業に働きやすく、働きがいのある職場づくりに取り組んでいただき、若手社 

員の定着、中小企業の担い手確保につなげていくため、経営者・若手社員を対象とし 

た研修を実施する。 

・ 地域企業インターンシップ促進プロジェクト 充実 

    留学生を含む学生が就職活動前の早い段階から、京都企業を知るきっかけづくりの

場を設け、京都での担い手育成、定住促進につなげていく。 

・ 特定伝統料理海外普及事業における外国人料理人の受入れ  

外国人調理人が京都市内の日本料理店で働きながら京料理の知識及び技能を習得し、

帰国後に京料理を世界に発信することを通じて京料理の海外への普及を図る。 

⑶ 観光関連ビジネスの活性化 

・ 中小企業デジタル化推進事業  

市内中小企業等を対象に、専門家（IT コーディネータ）派遣による経営や業務に関

する課題の分析、課題解決のためのデジタル化計画の検討、デジタル化計画の実現に

向けたシステム導入費用等の助成を行う。 

  ・ キャッシュレス化・デジタル化の普及・促進  

市内の商店街や団体等が独自に実施するキャッシュレス化・デジタル化の普及・促 

進に資する取組に対して補助を行う。 

 

柱４ 危機に対応でき，安心・安全で持続可能な観光の推進 

⑴ ウイズコロナ社会における安心・安全な観光の推進【再掲１－⑴】 

⑵ 感染症・災害・国際危機等への危機管理体制の強化 

・ 防災ポータルサイト、帰宅支援サイト等による情報発信 （行財政局） 

防災ポータルサイトにおいて、京都市に発表中の詳細な気象情報等や開設中の避難

所などの情報を発信する。また、帰宅支援サイトにおいて、公共交通機関の運行情報

を一覧形式で公表するとともに、観光客の方等が避難するための緊急避難広場、一時

滞在施設や避難経路などの情報を発信する。 

  ・ 密集市街地・細街路における防災まちづくり推進制度 （都市計画局） 

地域の防災まちづくり活動支援や、密集市街地や細街路の防災性向上のための事業

等を推進する。 
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⑶ 特定市場に偏らない誘客の多角化 

・ 海外メディア支援事業  

継続的に海外の有力雑誌や新聞等で京都の記事露出を図り、京都ブランドの維持・

向上につなげる。海外メディアの来訪が困難な状況下では、日本在住ライターや、海

外向け情報発信に積極的であるものの発信ツールやコネクションを有していない事業

者を結び付け、効果的なメディア露出に繋げるとともに、双方にアプローチを行う。 

⑷ 観光事業者のリスク対応力強化の支援 

・ 災害や感染症等の危機に強い行動の促進  

京都観光行動基準（京都観光モラル）の普及・実践を通じて、平時からの備えを含

めた課題の整理や対策を検討するとともに、事業者等における優良事例を HP 等で公

開し、業界において必要な取組の共有と気運の醸成を図り、今後の危機に備える。 

  ・ 事業者における BCP（事業継続計画）の策定支援  

京都市観光協会による観光関連事業者向けオンライン研修を通じて、事業者におけ

る BCP（事業継続計画）作成への働きかけを行う。 

⑸ 市民と観光客双方の安心・安全の確保 

・ 宿泊施設のバリアフリー基準の充実  

各宿泊施設におけるバリアフリー情報について、ホームページ上での公表を義務化

（既存施設は努力義務化）するなど、全ての人が安心して宿泊施設を利用できる環境

整備を進めている。 

⑹ 環境に配慮した観光の推進 

  ・ 「歩くまち・京都」の更なる推進 （都市計画局） 

 パークアンドライド駐車場の利用促進を図るため、周知・広報を行うとともに、公

共交通を利用した観光の促進を図る。 

・ 京都市地球温暖化対策条例の推進による事業者の温室効果ガス排出量削減の促進 （環境政策局）  

大規模排出事業者における経済活動の脱炭素化を促進するため、「事業者排出量削減

計画書制度」を継続するとともに、一定規模以上の建築物を所有又は管理等している

事業者を対象とする「エネルギー消費量等報告書制度」の運用により、事業者に対す

る排出量削減に向けた気付きと脱炭素化に向けた取組を後押しする。 

・ 観光事業者向けのプラごみ等の廃棄物及び食べ残し削減に係る取組 （環境政策局） 

宿泊施設等における分別排出に向けた取組を実施するとともに、食べ残しゼロを目

指して取り組む飲食店や宿泊施設を「食べ残しゼロ推進店舗」として認定し、お店を

利用する観光客等の食品ロス削減への理解を深める。 

 

柱５ ＭＩＣＥの振興 

⑴ ウイズコロナ社会における安心・安全な MICE の徹底と開催スタイルの変容への対応 

・ 京都市 MICE 開催支援助成金  

京都で開催される MICE について、開催経費の一部を補助する。 

⑵ MICE 京都ブランドの一層の磨き上げと競争力強化 

・ サステナブル MICE 開催支援補助制度  

京都市内で開催される MICE において、サステナビリティに貢献する様々な取組にか

かる費用の一部を補助し、SDGｓへの理解促進や先進事例の普及を図る。 
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・ サステナブル MICE 都市形成事業  

   アフターコロナや SDGｓの観点を踏まえた、MICE 開催都市としての京都の魅力を 

訴求する PR 動画等を作成し、プロモーションを行う。 

⑶ MICE による地域への貢献や、産業・学術・文化・スポーツ等の振興の促進 

・ 万博を契機とした海外ビジネス交流促進・ネットワーク構築事業 充実 

 市内企業等のグローバルなビジネス展開や海外からの投資拡大を図るため、海外に 

向けて、ウェブサイト等で京都市の強みを発信するとともに、万博会期中にパビリオ 

ン出展等を行う海外の企業や政府関係者等を主なターゲットに、テクニカルツアーを 

実施する。 

・ ユニークベニューガイドの発行  

京都ならではの特別な会場で会議やレセプションを開催し、参加者の印象に残るイ

ベントにする提案を行う。 

・ 京都 MICE 基金  

京都の文化、自然等の保全・継承や SDGs の達成に寄与することを目的とする「京都

MICE 基金」に対し、MICE 主催者・参加者から寄附や募金を募る。 

⑷ オール京都の MICE 誘致・開催に向けた担い手の育成と環境整備 

 ・ 京都文化交流コンベンションビューローにおける専門人材の確保  

京都文化交流コンベンションビューローにおいて MICE 誘致・開催支援に係る専門

人材を確保するための事業補助を行う。 

・ 大規模国際会議開催支援事業  

象徴的会議の誘致・開催を支援するため、大規模コンベンションを対象に、京都で

の会議開催に係る経費を補助する。 

 


